
（様式－１）

（平成１９年３月１日作成）

事務名 建設局公園緑地部公園課都市公園係　電話41-265

《事務処理フロー図の説明》

３５　日 項番 項　目 説　　　明

　
　　１日

　　　１日
９日

　　６日

１日

１３日
　　　１日

３日

東
・
西
部
公
園
緑
地
事
務
所

支
　
庁

 
公
園
緑
地
部
公
園
課

申請内容ごとに、関係機関と協議します。

7 通知
申請者に各公園緑地事務所・支庁を経由して通知
し、あわせて許可書を交付します。

6 許可の諾否について、公園緑地部長決定します。

事　　　務　　　処　　　理　　　フ　　　ロ　　　ー　　　図
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1 形式審査
提出された申請書類に記載漏れ、誤りがないかど
うか、添付書類がそろっているかどうか審査しま
す。

2

4

5
関係機関

協議

送付
現地調査まで終了した申請を、処理機関である公
園緑地部公園課へ副申、送付します。

作成部署

実質審査
申請内容が、都市公園法、都立公園条例等関係法
令に照らし許可基準を満たしているか審査します。

3 現地調査
実質審査終了後現地調査を行い、申請内容と現況
が一致しているか審査します。

決定手続

標準処理期間　　計

公園施設の設置・管理許可及びその変更許可
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